
殿

公文書部分公開決定通知書

七国第 13-1 1 7号

平成25年 12月 27日

七ヶ浜町長

平成 25年 12月 20日付けで請求のありました公文書の公開については、七ケ浜町

情報公開及び個人情報保護に関する条例第9条第1項の規定により、次のとおり一部を除

いて公文書の公開をすることを決定したので通知します。

なお、公文書の公開を受ける際には、この通知書を係員に提示するとともに、本人で

あることを証明できる書類を提出し、又は提示してください。(代理人が、公開を受け

る場合については、その資格を証明する書類を提出し、又は提示してください。)

請求に 係 る 「第18回全国EM技術交流会東北大会ln七ヶ浜Jの七ヶ浜国際村使用

公文書の内容 許可およびかかる大会の会場使用料が分かる一切の資料

公文書の公開を行 平成25年 12月27日以降に、総務課にお越しください。

う日時及び場所 なお、お越しいただく際は、あらかじめ日程をご連絡願います。

公文書の一部につ

いて公開をしない
七ケ浜町情報公開及び個人情報保護に関する条例第7条第2号に該当

理由 (理由)個人情報に該当するため

公文書の一部につ

いて公開をしない
'・ー

理由がなくなるこ

とが明らかな日

担 当
七ヶ浜国際村事業係

課
電話番号 022-357-5931 

七ヶ浜町情報公開及び個人情報保護に関する条例第29条第2項の規
備 考 定に基づき、次の費用を負担願います。

写しの作成に要する費用 1 0円X2枚=20円

(教示) この決定について不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日

から起算して60日以内に、七ヶ浜町長に対して異議申立てをすることができます。
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様式第l号(第5条関係)決裁用

七ヶ浜町長 殿

和片付考及1'J拘余

平成 泌 年 3月 /チ日(栓 ) ア時 OO分~平成込 年 .y月斤 日(主 ).;品 d治

平成 年 月 日( 時 分~平成 年 月 日( 日寺 分
使 用 日 時

平成 年 月 日( 時 分 ~ 平成 年 月 日( 日寺 分

平成 年 月 日( 時 分~平成 年 月 日( 時 分

|使 用 自 的
催物の名称 i事 \ß白金司王下ベ荻蛸友武見〉受注~i¥¥.切な噴了
催物の内容 致命-~

公 演 日 時 /今 時 。ρ 分~ 17時 企P分|参加人数 l え旬。 人

共催 後 援者名 雲氏ドサ匁冷
使 周 施 設 使 用 区 宇 料金区分 減免 使用料(円)

[J'ホーjレ(妊ごきlレ⑬ ) (θ ケ~~捗重量ヂ夜間~ 防止が 午前午後仮面X差)区分 町 :..rで88:0-0 
図 ホーJレ(を合 練習) (~ /，..;)廷ID午後夜間~ げ M 午前午f~望号制 区分 回 /

Gr主催者控室 (ぷ ル凶~午後夜間 ~ θ //..~ 午前午後夜宵(6 ) 区分

----------
画 :) ?L ;Ob  

回 第 楽 屋 βh似ぞ!j)午後夜間~ ( .s> V~ 午前午後季J当地)区分

----------
回 ;_y FLio;o 

回 第 2 楽 屋 (~ hチ) を~午後夜間~ (j v.S4午前午後 起す(6)区分

----------
B :.i ヂ:σ;ρ

回 第 3 楽 犀 ( ~ /lyJ (玲午後夜間 ~(θムが 午前午後 重JlÌ (る )区分

----------
回 “ 主L~lフ:。

回 第 4 楽 屋 d /，ψ 伺午後夜間~(企川 午前午後。(6 ) 区分

----------
百 、、 4 &:-0:ρ 

口 同時通訳ブ ー ス l ( / )午前午後夜間~ ( / )午前午後夜間( )区分

----------
口

口 同時 通 訳ブ ー ス 2 ( / )午前午後夜間~ ( / )午前午後夜間( )区分

----------
口

口 展示ホ ー ノレ ( / )午前午後夜間 ~ ( / )午前午後夜間( )区分 口

Grリハ ー サ lレ室 け /(いそ]])午後夜間~ (，ぷ/ぷ 午前午後 会lkm )区分 町 :、土 6:0:0 

区 アンフィ シアタ ー (J / I'ì 信芦 午後夜間~ (.y /ノJトキ前午後長通(ρ区分 回/ :8 る:0:7) 
Grセミナ 一 室 l (y /ιρ 合 午後夜間 ~ωルボ 午前午後 命1)6)区分 回 / 8 6，ot 
町 セミナ ー 室 2 (タんtPff司午後夜間~ (y //st午前午後 @ (t)区分 ~ E る斗+0:0
回/セミナ ー 室 3 (J /i'fl ~ 午後夜間~(ふ/I，ß./:f前午後 軍事 (る)区分 E '6 ~O: 。

Gt外国語 セ ミナ 一 室 。/，ψそ土台午後夜間 ~ β持制 午後 問 (6)区分 E才 :ぷ...L: 0:ο 
g手 の 工 房 (川) 針午後夜間~ (Jば尚 午後 ゆ (6)区分 ITr :6' J_ ~ 0 ~1フ

回/食 の 工 房 ゅんザ向午後夜間 ~(崎正年前午後@め)区分 回//;/;/ 4i oio 
日 展示室レンタルスペース ( / )午前午後夜間 ~ ( / )午前午後夜間( )ヶ月 口

附 帯 設 備 口 (別紙の通り) 附帯設備使用料(概算) /'、，、 ~I ^ I，勺

特別の設備の施設等 [i;1-す る(~~印私:;t'_' 口 しなし、 使用料合計(円)
、J

+。

入 場 料 口 徴収する( 円)[O{徴収しない 口 商業宣伝等 口 その他 使用料の減免 囚 包り レαグ6)口 なし

くち 4 立し 、 若手t~\'Z:-んて.f"Ð 0 fl (サν吟侮ど州知設戸。

使 用 の 条 件

(注意) 1 太線の枠だけ記入し、該当するところにチェックをつけて下さい。尚、使用時間には、準備及び撤去の時間を含みます。

2 減免を適用する団体及ぴ減免率については、七ヶ浜国際村条例施行規則に基づきます。 μ〆〆
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iiki訂正|中勾


